
令和８年度 長房中学校 生活のきまり  

生活指導部 

 

長房中生一人一人が安全に楽しく中学校生活をしていくための約束事がこの「生活のきまり」です。  

☆ 日ごろから気持ちの良い挨拶を心がけ、集団生活における時間やマナーを守る。 

☆ 学校生活の中心である授業に真剣に取り組む。 

☆ 仲間を大切にし、人を傷つけるような行動・言動は絶対にしない。 

などの以下のきまりを守り、一人一人の違いを認め合い、高め合える学校をみんなで作っていきましょう。 

〔 校内生活について 〕 

  １．始業時刻５分前（8:20）までに登校しよう。 

    ※安全管理上、特別な活動がない場合、8：00より前に登校しないようにする。 

  ２．下校時刻を守ろう。（５時間授業の日→15:00 ６時間授業の日→16:00） 

なお、最終下校時刻は通年 18:00 とする。 

  ３．欠席・遅刻・早退・見学をするときは、保護者が Home&School で連絡を入れるか、朝〔8:00～

8:15〕のうちに電話連絡を入れる。 

４．登校後、無断で学校外には出ない。 

  ５．校内で走ったり、暴れたり、大声を発するなど、他人に迷惑をかける行動や危険な行動はしない。 

  ６．授業や委員会などで使用する以外は、他クラスには入らない。他学年のフロアには行かない。 

  ７．校内で破損個所を見つけたときは、先生に報告する。校具・ガラスなどを破損したときは、担任の先

生に申し出る。可能な限り修理、現状復帰し修理不能な場合は弁償となる場合がある。 

（所定の用紙に記入する） 

  ８．放課後は速やかに下校する。クラスや委員会等で学校に残る場合は、責任者が担当の先生に確認した

上で残る。勝手に残らない。 

 

〔 授業について 〕 

  １．始業チャイム前に席につき、学習の準備をしよう。 

  ２．私語をつつしみ、他人に迷惑をかけないように気をつけよう。 

  ３．１０分休みは教室や廊下でさわがず、次の授業の準備をしよう。 

  ４．真剣に学習し、自分の意見をはっきり述べ、質問があったら積極的にしよう。 

 

〔 服装について 〕 

  １．学校で定められた標準服を着用する。Ａタイプを左開き、Ｂタイプを右開きとする。 

 学校指定 指定されていないもの 

必需品 

□ブレザー 

□ズボン・スカート・スラックス(冬用) 

□ネクタイ 

□トレーニングウェア上下(ネームなし) 

□半袖シャツ(ネームなし) 

□ハーフパンツ(ネームなし) 

□体育館履き→同型番でネット販売可 

□白ワイシャツ 

□上履き→色の指定なし 

□靴下→白・黒・紺・グレーでワンポイント可 

□運動靴→ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞで使用できるもの、通学靴と兼

ねる 

任意購入 

□ズボン・スカート・スラックス(夏用) 

□ベスト 

□白 or 紺 or 黒ポロシャツ→無地・ワンポイント 

□セーター・カーディガン・防寒用コート類 

→黒・紺・グレーなど派手でないもの 

□マフラー・手袋→登下校時のみ、派手でないもの 

□ベルト→黒・紺・茶系の無地で装飾なし 

〇ワイシャツの下に着る肌着は無地を原則とし、目立たない色とする。 

○「衣替え」がないため、通年を通して気温や気候に応じて自らが生活しやすい服装を選ぶことができます。 

〇ベストはＢタイプのブレザーと着用を合わせたデザインとなっているため両方の着用が望ましいですが、気

温や着心地などから着用は必須とはしていません。市販のものは不可となっています。 



 

  ２．校章は決められた場所につける。 

  ３．上履き及び体育館履きの区別をする。体育館履きは指定されたものを使用する。 

  ４．通学靴は体育の授業で使用できる運動靴とする。 

  ５．パーマをかけたり、ワックスの使用、頭髪の色を変えたりすることを禁止する。また、ネックレスや

ピアス、指輪などの装飾品も禁止する。 

  ６．髪どめ用のゴム等は、黒・紺・茶など派手でないものとする。スカートは膝丈とする。 

  ７．面接や受験（受検）の際に適切な服装・頭髪を基本とする。 

 

〔 持ち物について 〕 

 １．すべての所持品には、学年・組・氏名をはっきりと書こう。 

  ２．学校生活に必要ない遊び道具・携帯電話・貴重品・金銭等は、持ってこない。やむを得ず金銭・貴重

品を持ってくる場合は、登校時に担任の先生に預ける。 

  ３．水筒の持ち込みは可とする。ただし、中身は水、お茶、スポーツドリンクのいずれかとする。 

 

〔 清掃について 〕 

  １．学校をみんなの協力できれいにしよう。 

  ２．清掃用具はいつも整頓する。 

  ３．ゴミは決められた集積場所に運び、分別ゴミ箱に不燃物と可燃物を分けて捨てる。 

 ４．ゴミはなるべく出さないように心がける。また、私物のゴミは、家庭に持ち帰る。 

 

〔 礼儀と言葉遣いについて 〕 

  １．登下校や校内で、先生や友だち・知人・来校者に会ったら挨拶をしよう。 

  ２．目上の人を敬い、正しい態度を心がけ、正しい言葉遣いをしよう。 

  ３．人を傷つける言葉や行動は絶対にしない。 

 

〔 保健・健康管理について 〕 

  １．食前には必ず手洗いをしよう。 

 ２．身体（手足、爪など）・服装はいつも清潔を保つように心がけよう。 

 ３．保健室は健康相談・ケガ・急病の救急処置をするところです。「保健室利用のルール」を守ろう。 

 

〔 届け出事項 〕  

  １．遺失物・拾得物のあったとき、担当の先生に届け出る。 

  ２．校外で事故が起きたときは、すぐ学校（担任）に連絡する。 

  ３．住居・家族に異動があったときは、担任の先生に申し出る。 

 

〔 事故やトラブルの防止について 〕 

  １．登下校は徒歩で行う。※自転車通学は禁止。公共の交通機関の利用は可とする。 

２．登下校のとき、寄り道や買い食いはしない。また、道に広がって歩くことはしない。 

  ３．金銭の貸し借りはしない。 

  ４．金銭のむだ遣いや危険な遊び、地域の迷惑になるようなことは絶対にしない。 

 

〔 再登校・休日登校のきまり 〕 

  １．再登校や休日登校時の服装は、学校指定の標準服もしくは体育着、部活動等で定められたものとする。 

  ２．休日に部活動を行う生徒は、担当教員の監督下でのみ校舎・校庭の使用を許可する。 

  ３．部活動などで登校した生徒は、顧問の指示に従い、活動以外の場所に無断で立ち入らない。また、戸締

りや窓閉め、昇降口の清掃等の後始末は責任をもって行う。 

  ４．忘れ物などで再登校した時は、職員室もしくは施設管理員さんに声をかけ、用件を伝えてから教室に入り、

報告してから下校する。 


